
１. 経済連携上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定（日豪EPA）

項 国　・　地　域

１ オーストラリア （※１） 145,000 トン

２ オーストラリア （※１） 210,000 トン

２．環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定（ＣＰＴＰＰ）

項 国　・　地　域

３ 発効国全体 （※１） 660,800 トン

３の２ 英国 （※１） 660,800 トン

４ オーストラリア 578 トン

５ カナダ 268,375 トン

６ シンガポール 0 トン

７ チリ 44,384 トン

８ ニュージーランド 0 トン

９ ブルネイ 0 トン

１０ ベトナム 0 トン

１１ ペルー 0 トン

１２ マレーシア 0 トン

１３ メキシコ 148,550 トン

１４ 英国 1,055 トン

１５ オーストラリア 17 トン

１６ カナダ 58 トン

１７ シンガポール 0 トン

１８ チリ 0 トン

１９ ニュージーランド 0 トン

２０ ブルネイ 0 トン

２１ ベトナム 0 トン

２２ ペルー 0 トン

令和６年12月13日

修正対象物品の令和６年度における輸入基準数量

環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が英国について効力を生ずることに伴い、
関税暫定措置法（昭和35年法律第36号）第７条の８第１項の規定に基づき、令和６年12月15日以降の令和６
年度における修正対象物品の各輸入基準数量を下記のとおり公表する。

記

概　　　　要 輸入基準数量

豚肉（基準価格以上）

生鮮等牛肉

冷凍牛肉

概　　　　要 輸入基準数量

牛肉

牛肉

豚肉（基準価格以上）

豚肉（基準価格以上）

豚肉（基準価格以上）

豚肉（基準価格以上）

豚肉（基準価格以上）

豚肉調製品

豚肉（基準価格以上）

豚肉（基準価格以上）

豚肉（基準価格以上）

豚肉（基準価格以上）

豚肉（基準価格以上）

豚肉調製品

豚肉調製品

豚肉調製品

豚肉調製品

豚肉調製品

豚肉調製品

豚肉調製品



２３ マレーシア 0 トン

２４ メキシコ 0 トン

２５ 英国 0 トン

２６ 発効国全体 （※１） 7,000 トン

２６の２ 英国 （※１） 7,000 トン

２７ 発効国全体 （※１） 6,167 トン

２７の２ 英国 （※１） 6,167 トン

２８ 発効国全体 （※１） 47,000 トン

２８の２ 英国 （※１） 47,000 トン

２９ カナダ （※１） 1,762,000 ㎥

３０ ニュージーランド （※１） 71,600 ㎥

３１ カナダ （※１） 251,000 ㎥

３２ マレーシア （※１） 1,169,400 ㎥

３３ ベトナム （※１） 258,000 ㎥

３４ マレーシア （※１） 689,800 ㎥

３５ カナダ （※１） 7,600 ㎥

３６ チリ （※１） 19,000 ㎥

３７ ニュージーランド （※１） 67,200 ㎥

３８ 発効国全体 （※１） 114,000 トン

３８の２ 英国 （※１） 114,000 トン

３．経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定（日欧ＥＰＡ）

項 国　・　地　域

３９ 欧州連合 （※１） 48,167 トン

４０ 欧州連合 400,747 トン

４１ 欧州連合 3,836 トン

４２ 欧州連合 （※１） 3,233 トン

４３ 欧州連合 （※１） 2,800 トン

４４ 欧州連合 （※１） 2,000 トン

４５ 欧州連合 （※１） 79,800 トン

パーティクルボード

豚肉調製品

豚肉調製品

豚肉調製品

ホエイ（乳たんぱく質25％未満）

ホエイ（乳たんぱく質25％未満）

ホエイ（乳たんぱく質25％以上45％未満）

ホエイ（乳たんぱく質25％以上45％未満）

オレンジ

オレンジ

SPF製材

輸入基準数量

牛肉

OSB等

熱帯産合板

合板

広葉樹合板

針葉樹合板

針葉樹合板

豚肉（基準価格未満）

針葉樹合板

豚肉（基準価格未満）

豚肉（基準価格未満）

概　　　　要

豚肉（基準価格以上）

豚肉調製品

ホエイ（乳たんぱく質25％未満）

ホエイ（乳たんぱく質25％以上45％未満）

オレンジ



４．日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定（日米貿易協定）

項 国　・　地　域

輸入基準数量① アメリカ合衆国 （※２） 261,360 トン

輸入基準数量② アメリカ合衆国 （※１） 660,800 トン

４７ アメリカ合衆国 289,014 トン

４８ アメリカ合衆国 1,044 トン

４９ アメリカ合衆国 （※１） 7,000 トン

５０ アメリカ合衆国 （※１） 6,167 トン

５１ アメリカ合衆国 （※１） 44,650 トン

５２ アメリカ合衆国 （※１） 114,000 トン

項 国　・　地　域

５３ 英国 （※１） 48,167 トン

５４ 英国 401,802 トン

５５ 英国 3,836 トン

５６ 英国 （※１） 3,233 トン

５７ 英国 （※１） 2,800 トン

５８ 英国 （※１） 2,000 トン

５９ 英国 （※１） 79,800 トン

   ※ 「修正対象物品の令和６年度における輸入基準数量」（令和６年５月31日公表）に、３の２の項、14の項、

       25の項、26の２の項、27の２の項、28の２の項及び38の２の項を追加し、追加に伴う項ずれを修正。

　   に対する輸入基準数量。

概　　　　要 輸入基準数量

概　　　　要 輸入基準数量

４６ 牛肉

豚肉（基準価格以上）

豚肉調製品

ホエイ（乳たんぱく質25％未満）

ホエイ（乳たんぱく質25％以上45％未満）

オレンジ

豚肉（基準価格未満）

５．包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定
　　（日英ＥＰＡ）

豚肉（基準価格未満）

牛肉

豚肉（基準価格以上）

豚肉調製品

ホエイ（乳たんぱく質25％未満）

ホエイ（乳たんぱく質25％以上45％未満）

オレンジ

【備考】

   ・ 項番号は、関税暫定措置法施行令（昭和35年政令第69号）別表第１の項番号。

   ・ 輸入基準数量①は、アメリカ合衆国協定第一輸入数量（アメリカ合衆国協定適用牛肉の輸入数量）に

　   対する輸入基準数量。

   ・ 輸入基準数量②は、アメリカ合衆国協定第二輸入数量（アメリカ合衆国協定適用牛肉の輸入数量及び

　   環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉（英国を原産地とするものを除く。）の輸入数量の合計数量）


